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特定除外個人情報を目的外に利用又は提供することについて 

（条例第９条第１項第４号） 

（  が変更部分を示す。） 

 

   類     型 理     由 

１ （案内状・広報資料等の送付のための提供等） 

会議等の案内や広報資料，挨拶状等を送付す

る目的での氏名・住所等の提出の求めに応じ

て，特定除外個人情報を実施機関内部で利用

し，又は他の実施機関，国等に提供する場合 

実施機関が実施した事業の参加者等に

対し，関連する事業や催し物等の案内を

したり，審議会等の委員に対し，挨拶状

や関係資料を送付したりする場合があ

る。これは，本人の利益のためや儀礼上

の必要性等から行うものであり，本人が

拒んでいる場合を除き，本人の権利利益

を侵害するおそれはなく，あらためて本

人から収集するまでもないため，特定除

外個人情報の利用又は提供を行う場合

がある 

２ （栄典・表彰等の選考のための提供等）  

栄典・表彰等の選考又は委員，講師，指導者，

助言者等の選任・委嘱を行うため，選考に必

要な範囲内で，候補者に関する特定除外個人

情報を当該実施機関内部で利用し，又は他の

実施機関，国等に提供する場合  

ただし，本人の権利利益を不当
・ ・

に
・

侵害するお

それがないと認められる場合に限る 

本人から収集すると，公正な選考に支障

を生じたり，候補者に事前に期待をいだ

かせ，選考外となった際の不信感につな

がるおそれがあるため，候補者に関し他

の目的で収集した特定除外個人情報を

利用又は提供することが必要な場合が

ある 

３ （報道機関への提供） 

報道機関へ発表し，または報道機関からの取

材に対応するため，該当者に関する特定除外

個人情報を提供する場合  

ただし，市民等に知らせることが公益上必要

であり，かつ，本人の権利利益を不当
・ ・

に
・

侵害

するおそれがないと認められる場合に限る 

①対象となる特定除外個人情報の内容，

社会的関心の高さ，報道された場合の

影響等から判断して，社会通念上許容

される範囲内で報道機関へ提供する

ことが必要な場合がある 

②事故等特別の理由があるときには，発

表することが公益上必要なことがあ

るため，提供する場合があるため，提

供する場合がある 

４  （研究・統計作成のための提供等） 

専ら学術研究又は統計資料作成のために，当

該実施機関内部で利用したり，他の実施機関，

国等，大学等の研究機関に特定除外個人情報

を提供する場合  

ただし，特定の個人の識別ができなければ学

術研究等の目的を達することができず，かつ，

本人の権利利益を不当
・ ・

に
・

侵害するおそれがな

いと認められる場合に限る  

学術研究又は統計資料の作成において

は，研究等の成果が公益に資するなど，

公益上の必要性が認められるため，研究

等の目的を考慮した上で，特定除外個人

情報を利用又は提供することが必要な

場合がある  
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 類     型 理     由 

５ （争訟） 

争訟の当事者である市が訴訟資料を裁判所に

提出するため，特定除外個人情報を提供する

場合  

ただし，本人の権利利益を不当
・ ・

に
・

侵害するお

それがないと認められる場合に限る 

市が争訟の当事者であり，十分な主張立

証を尽くすためには，当初の収集目的に

かかわらず，訴訟資料を裁判所に提出す

ることが必要な場合がある 

６ （訴訟の当事者からの照会に応じた提供）  

民事訴訟法第１６３条の規定に基づく訴訟の

当事者からの照会に応じて提供する場合  

ただし，本人の権利利益を不当
・ ・

に
・

侵害するお

それがないと認められる場合に限る 

法律の規定に基づく照会であり，地方公

共団体の機関として，当該規定の趣旨を

踏まえて，対処することが必要であり，

提供する場合がある 

 

７ （弁護士法に基づく提供）※１ 

弁護士法第23条の２の規定に基づく弁護士会

からの照会に応じて特定除外個人情報を提供

する場合  

ただし，特定除外個人情報を使用する目的に公

益上の必要がある場合や実施機関から提供を

受けなければ当該目的を達成することが困難

な場合であり，本人の権利利益を不当
・ ・

に
・

侵害す

るおそれがないと認められる場合に限る 

法律の規定に基づく照会であり，地方公

共団体の機関として，当該規定の趣旨を

踏まえて，対処することが必要であり，

提供する場合がある 

８  （裁判所の求めに応じた提供） 

法律の規定に基づく裁判所からの求めに応じ

て特定除外個人情報を提供する場合  

ただし，特定除外個人情報を使用する目的に

公益上の必要がある場合や実施機関から提供

を受けなければ当該目的を達成することが困

難な場合であり，本人の権利利益を不当
・ ・

に
・

侵

害するおそれがないと認められる場合に限る  

法律の規定に基づく照会であり，地方公

共団体の機関として，当該規定の趣旨を

踏まえて，対処することが必要であり，

提供する場合がある  

９  （捜査機関からの照会に応じた提供）※２  

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定に基づく

捜査機関からの照会に応じて提供する場合  

ただし，特定除外個人情報を使用する目的に

公益上の必要がある場合や実施機関から提供

を受けなければ当該目的を達成することが困

難な場合であり，本人の権利利益を不当
・ ・

に
・

侵

害するおそれがないと認められる場合に限る  

法律の規定に基づく照会であり，地方公

共団体の機関として，当該規定の趣旨を

踏まえて，対処することが必要であり，

提供する場合がある  
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 類     型 理     由 

10 （税情報の照会に応じた提供）  

国税徴収法第１４１条の規定に基づく税務署

等からの質問，検査等に応じて提供する場合  

ただし，特定除外個人情報を使用する目的に

公益上の必要がある場合や実施機関から提供

を受けなければ当該目的を達成することが困

難な場合であり，本人の権利利益を不当
・ ・

に
・

侵

害するおそれがないと認められる場合に限る 

法律の規定に基づく照会であり，地方公

共団体の機関として，当該規定の趣旨を

踏まえて，対処することが必要であり，

提供する場合がある  

11 （会計検査院からの照会に応じた提供）  

会計検査院法第２６条の規定に基づく会計検

査院からの帳簿等の提出要求に応じて提出す

る場合  

ただし，特定除外個人情報を使用する目的に

公益上の必要がある場合や実施機関から提供

を受けなければ当該目的を達成することが困

難な場合であり，本人の権利利益を不当
・ ・

に
・

侵

害するおそれがないと認められる場合に限る  

法律の規定に基づく照会であり，地方公

共団体の機関として，当該規定の趣旨を

踏まえて，対処することが必要であり，

提供する場合がある 

 

12 （国等からの求めに応じた提供等） 

実施機関や国等が法令等に基づき実施する事

務に関して，回答，協議等を行うため実施機

関が内部で利用し，又は他の実施機関，国等

に提供する場合  

ただし，特定除外個人情報を使用する目的に

公益上の必要がある場合や実施機関から提供

を受けなければ当該目的を達成することが困

難な場合であり，本人の権利利益を不当
・ ・

に
・

侵

害するおそれがないと認められる場合に限る  

①実施機関や国等が法令等に基づく事

務を行うために必要な情報で，特定除

外個人情報を使用する公益上の必要

性が認められるときは，提供する場合

がある  

②住民の福祉の向上をはかるため，国等

とは相互に協力して適切に事務を執

行することが要請されるため，特定除

外個人情報を利用又は提供すること

が必要な場合がある  

13 （共同事務を執行するための提供等）  

実施機関内部又は他の実施機関との間におい

て，事務を共同又は分担して執行したり，同

種の事業を実施するに当たり，情報を共有す

るため，特定除外個人情報を実施機関内部で

利用したり，他の実施機関に提供する場合  

ただし，本人の権利利益を不当
・ ・

に
・

侵害するおそ

れがないと認められる場合に限る  

事務の共同執行等は行政の運営方法の

一つであり，そのために事務の所管課が

複数であることにより，それぞれの事務

の所管課において特定除外個人情報を

収集しなければならないとすると，結果

として，市民の負担増をまねくことにな

り適当でないため，利用又は提供が必要

な場合がある  

14 （病名・病状等の提供） 

病院等の患者が意思表示をすることが困難で

あるなど，病院等の患者に対して病名・病状

等を告げることができないため，患者の家族

等※３に対し，病名・病状など，患者に関する

特定除外個人情報を提供する場合 

病名・病状等は，患者の家族等にとって

重大な関心事であり，家族等に対して病

名・病状等を提供することが必要な場合

がある 
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 類     型 理     由 

15 （国の事務処理通知に基づく利用・提供）  

法令の定める事務の迅速な遂行に当たり，国が

通知する事務処理方式により，特定除外個人情

報を当該実施機関の内部において利用し，又は

他の実施機関，地方公共団体，地方独立行政法

人，国若しくは独立行政法人等（独立行政法人

等の保有する個人情報の保護に関する法律第

２条第１項に規定する独立行政法人等をい

う。）に提供するとき 

法令の定める事務の処理は，全国共通の

方式によることが，本市だけではなく，

関係する地方公共団体等においても，効

率的である  

こうした事務処理に係る国からの通知

に基づくことが，合理的である  

16 （福祉サービスの充実を図るための提供）  

福祉サービスを受けている高齢者や障害者で，

意思表示をすることが不十分又は困難な場合

に，適切な福祉サービスの提供にあたって必要

と認められる本人に関する特定除外個人情報

を，福祉サービスを提供している福祉関係事業

者等へ提供する場合 

この場合，家族等※３の同意を得るものとす

る。ただし，同意を得ることが困難な場合で，

利用目的から明らかに本人の利益となること

が認められる場合はこの限りでない  

本人の心身の状況から，本人に関する特

定除外個人情報を福祉関係事業者等に

提供することについて同意を得ること

が困難であるが，福祉関係事業者等に特

定除外個人情報を提供することにより，

明らかに本人に対する適切な福祉サー

ビスの提供や適切な配慮につながり，本

人の利益となる場合がある  

17 （救急搬送時の記録の提供） 

救急搬送された患者が意識不明等の理由で意思表

示をすることが困難な場合に，患者の家族等※３に

対し，患者の救急搬送時の身体状況等の特定除外

個人情報を提供する場合 

患者の救急搬送時の身体状況は，患者の家族

等にとって重大な関心事であり，家族等に対

して救急搬送時の記録を提供することが必

要な場合がある 

18 （社会保険等の事務を執行するための利用・提供

等） 

国民健康保険，介護保険，後期高齢者医療保険及

び福祉医療費助成制度にかかる事務に関して，本

人による実施機関への提出，届出，申請に基づい

た下記の特定除外個人情報を，制度間で相互利用

する場合 

ただし，本人の権利利益を不当に侵害するおそれ

がないと認められる場合に限る 

① 医療保険の資格に関する情報 

② 連絡先に関する情報 

③ 所得証明書 

国民健康保険，介護保険，後期高齢者医療保

険及び福祉医療費助成制度の事務について

は，制度が密接に関連していることから，情

報の正確性・客観性を確保し，また本人の便

益に資するために，当該個人情報を利用する

場合がある 
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１「本人の権利利益を不当
・ ・

に
・

侵害する」とは 

個人情報を目的外に提供する場合，事案によって特定個人の権利利益の侵害を伴うことも想定され

るが，個人の権利利益と公益との比較衡量を行い，公益性が優越すると判断した場合に，提供される

べきものである。「本人の権利利益を不当
・ ・

に
・

侵害する」とは，利益衡量の結果において，本人の権利

利益の侵害の程度が看過し得ないものであり，提供についての公益性が十分にある又は優越している

とはいえないものをいう。 

 

２ 注釈（※１※２） 

弁護士法第 23 条の２に基づく提供，刑事訴訟法第 197 条第 2 項に基づく捜査機関への提供につい

ては，照会の目的，照会に係る個人情報の内容等（下記参照）を十分に考慮し，個別の事案に即して

次の点に留意する。具体的な利益衡量を行い，提供についての公益性が十分にある又は優越している

と判断した上で，必要最小限の個人情報に限る。 

※１【弁護士法第 23条の 2】  

（1） 照会することに合理的な理由があること 

（2） 照会内容が事務の執行に必要な範囲内であること 

（3） 情報収集の手法として代替手段がないこと 

※２【刑事訴訟法第 197条第 2項】 

（1） 照会することに合理的な理由があること 

（2） 照会内容が事務の執行に必要な範囲内であること 

（3） 照会目的に緊急性があること 

（4） 情報収集の手法として代替手段がないこと 

（5） 提供する個人情報が大量でないこと 

 

３ 注釈（※３） 

「家族等」とは，同居の家族又は３親等以内の親族をいう。 
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個人情報を電子計算機処理することについて 

（条例第 11 条第 1 項） 

（  が変更部分を示す。） 

 

   類     型 理     由 

1  (アンケート調査の調査対象の抽出作業等) 

学術研究又は統計資料等の作成のためアンケート

調査を行う際に，住民基本台帳情報・外国人登録

情報から抽出条件を定めて調査対象者又は調査対

象世帯を選定し宛名ラベルを作成する電子計算機

処理 

電子計算機処理を行うことにより，調査対象

の抽出作業が適正かつ効率的に実施される

と共に，宛名ラベルの作成により効率的な調

査の実施が可能となるため 

 

2 
（ＰＣ統合管理システム登録パーソナルコンピュ

ータでの事務処理用ソフトウェアの使用） 

ＰＣ統合管理システムに登録され管理されている

パーソナルコンピュータに標準装備されている市

販の文書作成，表計算又はデータベース管理用の

ソフトウェアを使用して，職員が他の職員とは電

磁的記録を共有せずに単独で行う個人情報の電子

計算機処理 

 

ＰＣ統合管理システムに登録され管理され

ているパーソナルコンピュータは個人情報

保護等のための機能を備えており，運用上も

適正に管理されている 

ＰＣ統合管理システムに登録されたパーソ

ナルコンピュータを使用する場合に限って

は，個人情報の電子計算機処理を行う際の手

続きを簡素化することで，安全性を確保した

うえで事務処理の効率化を図ることが可能

であるため 

3 (事業者等データベースに含まれる個人情報の電

子計算機処理) 

事業者又は事業所を対象とするデータベースを作

成する際に，情報項目として個人事業者の氏名，

住所，電話番号等，事業所の責任者或いは特定事

務の担当者の氏名，職名及び保有資格等を電子計

算機処理する場合 

①個人事業者の事業にかかる情報につい

て，法人事業者の同種の情報と同じ取り

扱いで電子計算機処理しても，個人事業

者の権利利益を不当に侵害するおそれは

低いため 

②事業所の責任者或いは特定事務の担当者

の氏名，職名及び保有資格等を電子計算

機処理しても，事業所の責任者或いは特

定事務の担当者の権利利益を不当に侵害

するおそれは低いため 

③電子計算機処理を行うことにより，事業

者又は事業所の管理及び検索が効率的に

実施可能となるため 
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   類     型 理     由 

4 （現在使用している処理システムに個人情報の情

報項目を追加する場合） 

処理システムの変更を伴うことなく，情報項目の

追加を行う場合 

ただし，条例第 7条，第 9条及び第 11 条第 2 項に

該当する場合は諮問するものとする 

①法令の定める事務において，法令又は条例，制

度改廃に伴う変更その他これに準ずる変更 

②追加する情報項目が，利用目的との関連で，既

に処理している他の情報項目と同質であると認

められる情報 

③本人の同意を得て収集している情報 

この場合，情報項目を追加した後に審議会へ速や

かに報告するものとする 

①法令の定める事務の処理において，法令

又は制度の改廃が行われた際に，実施機

関の裁量の余地なく情報項目を追加しな

ければならない場合があるため 

②既存システムにより処理する事務の目的

を達成するにあたり，既に答申を得てい

る情報項目と同質と認められる情報項目

を利用するものであり，個人の権利利益

を不当に侵害するおそれはないと認めら

れるため 

③現に事務処理を行なっているシステムへ，

本人の同意を得て収集した情報項目を追加

するものであり，個人の権利利益を不当に

侵害するおそれはないと認められるため 

5 

 

（システム再構築にかかる検証用テストデータの

利用） 

現行のシステムの再構築に当たり，現行のシステ

ムで提供を受けているデータを検証用テストデー

タとして利用する場合 

ただし，他システム等の外部から切り離された環境で

テストするものとする。また，検証終了後直ちに検証

用テストデータをすることとする 

システム稼動の正確性を検証するために現

行データの利用を必要とする場合があるた

め 

その場合においては，データが外部への流出

することを予防するため，外部から遮断され

た環境でテストすること 
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目的外利用・提供の制限及び電子計算機処理の制限にかかる 

類型事項の改訂について 

 

 実施機関による個人情報の効率的運用を図るため，下記のとおり現行の条例第９条及び

第 11 条関連の類型事項を改訂する。 

 

１ 目的外利用・提供の制限【条例第９条】  

（１）新たな類型の追加について   ⇒５頁 

① 福祉サービスの充実を図るための提供について 

② 救急搬送時の記録の提供について 

 

⇒ 個人情報を第三者に目的外提供する場合に，本人の心身の状況から同意を得るこ

とが困難な上記２事案について，類型化する。 

 

  ③ 社会保険等の事務を執行するための利用・提供 

 

⇒ 各区保険年金医療課で取り扱っている国民健康保険事業，介護保険事業，後期高

齢者医療保険事業及び福祉医療制度において，密接に関連する制度間で，一部の個

人情報を相互利用するため，類型化する。 

 

（２）現行類型の一部改訂について 

  ① 類型①，⑭，⑮を除く全類型の本文中，下記のとおり文言を加える。 

⇒２～４頁 

【現 行】「本人の権利利益を      侵害するおそれがないと認められる場合に限る」 

【改訂後】「本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる場合に限る」 

 

② 類型④の本文中，下記のとおり文言を加える。  ⇒２頁 

【現 行】「専ら学術研究又は統計資料作成のために，当該実施機関内部で利用したり，他の実

施機関，国等         に特定除外個人情報を提供する場合」 

【改訂後】「専ら学術研究又は統計資料作成のために，当該実施機関内部で利用したり，他の実

施機関，国等，大学等の研究機関に特定除外個人情報を提供する場合」 

 

（３）類型本文に記載された文言の解釈の明示について   ⇒６頁 

①「本人の権利利益を不当に侵害する」ことの解釈を，欄外に明示する。 

② 類型⑦⑨に関する利益衡量の判断基準を，欄外に明示する。 

③ 類型⑭⑯⑰に記載の「家族等」の注釈を，欄外に明示する。 

 

２ 電子計算機処理の制限【条例第 11 条】   

（１）新たな類型の追加について   ⇒８頁 

  ① 現在使用している処理システムに個人情報の情報項目を追加する場合 

② システム再構築にかかる検証用テストデータの利用 
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⇒ 事務処理の電子システム化が拡充するなかで，個人情報の電子計算機処理につい

て，個人情報保護審議会への諮問事務の効率化を図るため，比較的軽微な変更等を

類型化する。 

 

（２）電子計算機処理の制限に係る諮問を必要としないシステム変更について 

（類型事項外） 

実施機関において運用している処理システムを変更する場合，審議会への諮問の効

率化を図るため，以下のシステム変更については，大幅な変更とは取り扱わず，審議

会への諮問は不要とする。ただし，そのシステムの更新，改修等の前後において，セ

キュリティレベルが確保できる場合に限る。 

 

 

 

 

１ 制度の見直しによる事業の廃止及び，同種の新規事業の開始により，システムを新規事

業用に小改修の上，再利用する場合 

   例）・情報項目の追加に伴う改修（データベース，画面への表示） 

     ・情報の抽出，紐付け等にかかる改修で，システム内で完結するもの 

２ パッケージソフトの導入等によりシステムの更新を行う場合 

３ 同質（利用目的との関連で同質のものに限る）の情報を扱っている複数のシステムを他

から介入のない専用回線等で連結する場合 

４ セキュリティレベルの高いシステム内にスタンドアロンで運用している他のシステム

をサブシステムとして取り込む場合 

 

  ※セキュリティレベル 

（１）システム上の保護 

① 端末機の操作に当たり，ＩＤ，パスワードによる認証を行い，端末機の操作を

関係職員に限定すること。 

② 操作に関するログを取得すること。 

③ 端末機とサーバが分かれている場合は，専用回線により接続し，外部からの不

正アクセス行為を受けることを防止するとともに，コンピュータウィルスから

の感染を防止すること。また，データは端末機には保存せずサーバで一括管理

の上，サーバ機器は施錠可能な施設で保管すること。 

（２）運用上の保護 

① サーバを管理している保管施設への入退室は関係者のみに限定し，入退室の状

況を記録すること。 

② パスワードは定期的に変更すること。 

③ 保存年限を経過したデータは，速やかに消去し，データ記録媒体に保管してい

る場合は記録の内容が復元できない状態にして破棄すること。 

④ 保存年限を経過した帳票は，シュレッダー処理や焼却処分などの方法で確実か

つ速やかに廃棄すること。 

⑤ 個人情報の適正な取扱いを確保するために，関係職員に対して必要な研修及び

指導を行うこと。 


